
７．医療機関(病院)入退院連携の窓口  
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病院名 
連携部署名 

（入院時情報提供書受取部署） 
連絡先 

鳥取生協病院 医療相談室 
TEL 

①0857-24-7251(代)  

②0857-25-0621(直) 
〒680-0833 

鳥取市末広温泉

町 458 FAX 0857-24-7299(直) 

介護医療院 

鳥取産院 
相談室 

TEL 0857-23-3151(代) 〒680-0841 

鳥取市吉方温泉 

1丁目 653 FAX 0857-22-0006(代) 

鳥取市立病院 
患者サポートセンター入退院支援係 

入退院支援室 

TEL 0857-37-1522(代) 〒680-8501 

鳥取市的場 1丁目 

1番地 FAX 0857-37-1558(直) 

幡病院 退院支援部署（精神保健福祉士） 
TEL 0857-22-2346（代） 〒680-0862 

鳥取市雲山 57 FAX 0857-23-4575(代) 

渡辺病院 地域医療連携課 
TEL 

①0857-24-1151（代） 
②0857-39-1152（直） 

〒680-0011 

鳥取市東町 3丁目

307 FAX 0857-24-1024(代) 

鳥取赤十字病院 患者サポートセンター 
TEL 0857-24-8111(代) 〒680-8517 

鳥取市尚徳町 117 FAX 0857-39-0531(直) 

上田病院 地域連携室 
TEL 0857-22-4319(代) 〒680-0022 

鳥取市西町 1丁目

451 FAX 0857-31-1882(代) 

ウェルフェア 

北園渡辺病院 
事務部地域医療連携課 

TEL 0857-27-1151(代) 〒680-0003 

鳥取市覚寺 181 FAX 0857-27-1152(代) 

鳥取県立 

中央病院 
患者支援センター 

TEL 0857-21-8501(直) 〒680-0901 

鳥取市江津 730 FAX 0857-21-8507(直) 

尾﨑病院 地域連携室 
TEL 0857-38-3251(直) 〒680-0941 

鳥取市湖山町北 

2丁目 555 FAX 0857-32-2513(直) 

鳥取医療 

センター 
地域医療連携室 

TEL 
0857-59-0892 
（内線 275）（直） 〒689-0203 

鳥取市三津 876 
FAX 0857-59-0713(直) 

鳥取医療生協 

鹿野温泉病院 
地域連携室 

TEL 0857-84-2311(代) 〒689-0425 

鳥取市鹿野町 

今市 242 FAX 0857-84-3287(代) 

岩美病院 地域連携室 

TEL 0857-73-1421(代) 〒681-0003 

岩美郡岩美町浦

富 

1029番地 2 
FAX 0857-73-0028(代) 

智頭病院 地域医療連携室 
TEL 0858-75-3211(代) 〒689-1402 

八頭郡智頭町智

頭 1875 FAX 0858-75-3636(代) 



（参考資料）入院から退院までの報酬シート 
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診療報酬（入院医療機関） 
 

介護報酬（ケアマネジャー） 
 
 

入院前情報収集 入院時支援加算 
 
・患者情報の把握 
・利用している介護サービスまたは福祉サービスの
把握 

・入院生活の説明 等 

 
 

 
 

 
居宅介護支援費 

退院支援スクリーニング 入退院支援加算 
 
・退院困難な要因を有する患者を抽出 
・関係職種でカンファレンス 
・退院支援計画書作成 

 
 

 

ニ．入時情報連携加算 
（Ⅰ）入院後３日以内：200単位 
（Ⅱ）入院後７日以内：100単位 

（情報提供の方法は問わない） 

A240 廃止総合評価加算：100 点（入院中１回）  

  

 

B005-1-2 介護支援等連携指導料 
400 点（入院中２回） 

  

ホ．退院・退所加算 
（多職種カンファレンス参加なし） 
 （Ⅰ）イ：450 単位（連携１回） 
 （Ⅱ）イ：600 単位（連携２回） 

 
（多職種カンファレンス参加あり） 

   （Ⅰ）ロ：600単位（連携１回） 
 （Ⅱ）ロ：750単位（連携２回） 
 （Ⅱ） ：900 単位（連携３回） 

入所期間中１回に限りいずれかを算定 

 

B005 退院時共同指導料２：400 点 
（条件に応じて以下を加算） 

医師共同指導加算：300 点 
多機関共同指導加算：2,000点 

 

 

 

B007 退院前訪問指導料：580 点 
（入院中１回，早期に必要ある場合は２回） 

 

 

  

A246 入退院支援加算１ 
一般病棟：600点 療養病棟：1,200 点 

入退院支援加算２ 
一般病棟：190点 療養病棟：635 点 

入退院支援加算３      1,200 点 
（条件に応じて以下を加算） 

 地域連携診療計画加算：300 点 
 小児加算：200 点 

（新）入院時支援加算 1：230点 

（新）入院時支援加算 2：200点 

（新）総合機能評価加算： 50 点 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

B009 診療情報提供書（Ⅰ）：250 点  
 

  チ．緊急時等居宅カンファレンス加算 
200 単位（月２回限度） 

リ．ターミナルケアマネジメント加算 

400 単位／月 
B007-2 退院後訪問指導料：580 点 

（退院した日から１月を限度に５回まで） 
 

診療報酬（医療保険）と介護報酬（介護保険）との関連図 令和２年４月改正 

※初回加算と退院退所加算同時算定不可 

入院前 

入 院 

退 院 
調 整 

退 院 
（在宅） 

対象者：要介護１以上 
 

＜多職種カンファレンス＞ 
診療報酬の算定方法「退院時共同指導料２の多機

関共同指導加算」の要件を満たすもの 
●多機関共同指導加算 参加要件 
 ※ 在宅側はいずれか３者以上 
病院：医師又は看護師 
在宅：医師若しくは看護師、歯科医師若しくは歯科 
   衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護 
   ステーションの保健師・助産師・看護師・理学 
   療法士・作業療法士・言語聴覚士、介護支援 
   専門員又は相談支援専門員 

 

対象者：担当ケアマネジャーがいる 

  

 


